
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 12月 22日発行  
（次号の発行は 1月 9日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：中原
なかはら

 悠
ゆう

一郎
いちろう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版  

目指せ！未来の大相撲力士 

12月 13日から 14日の 2日間にかけて、九州各県対抗少年相撲大会が三

納代運動広場（新富温泉前広場）にて開催されました。 

九州各県から集まった少年相撲団体 19 チーム総勢 210 名が熱い試合を

繰り広げました。 

冬の肌寒い日となりましたが、まわしだけで土俵にあがる少年力士たち

の奮闘に場内は大いに盛り上がっていました。 

 

 
 
 

ギャラリーしんとみにて、町内小中学生の絵画・ポスター・書道・工作・技術家庭科などの作品展示を行います。 

【中学校合同作品展】○期間：平成 27年 1月 13日(火)～25日(日) 

【小学校合同作品展】○期間：平成 27年 1月 27日(火)～2月 8日(日) 

○展示時間(共通)：午前 9時～午後 6時   ○作品の種類：絵・ポスター・書道・工作・技術作品・その他   



 
     

 

      

 

展示 町内小・中学校合同作品展  

 

◆問合せ 教育総務課 

担当：平塚
ひらつか

貢一
こういち

 ☎33-6079 

 
 
 
 
新富町では、光ファイバーによる情報通信基盤を活用して、光ファイバー回線でつながっている町内のご家庭・お店等同
士で、固定電話の通話料が無料となるサービスを行っています。 
 この、町内通話料無料ＩＰ電話を利用するには、電話番号の頭に「５」をつけて電話します。 
 
   【例】  「５」３３－１１１１ 
※光ファイバー回線がつながっていないご家庭等に「５」をつけて電話をかけても電話はつながりません。 
 （この場合、「プ、プ、プ、プ、プー 、 ツー、ツー、ツー、・・・・・・・」 と音声が流れます。「５」をつけずに電話をおかけ直
しください。） 
 

※新富町では、行政情報や災害時の緊急放送を行う放送端末機（ＩＰ告知端末機）を設置しています。また、町内

全域に光ファイバー網を整備し、各家庭に高速インターネットが可能な環境を整えています。 まだ、申込みをし

ていない方は、ぜひご検討をお願いします。 

 （同時に、ＮＴＴのひかり電話サービスまたは光インターネットサービスへの申込みも必要となります。） 

通信 町内通話料無料ＩＰ電話について 
◆問合せ まちおこし政策課 

担当：川西
かわにし

雅也
まさや

 ☎33-6501 

 
 
   

年末大掃除で見直したい。ものを捨てない工夫！ 

年末の大掃除をしていると、たくさんの不要な品が出てくると思いますが、全部ごみとして処分してしまわずに

再生利用（リサイクル）や繰り返し使う（リユース）ことでごみを減らす取り組みをお願いします。大掃除をきっ

かけにものを繰り返し使ったり、再利用しながらものを大切にする暮らしを考えてみませんか？ 

ごみを減らすために・・・身近なことからできること 

 ○燃やせるごみとして出さないで資源ごみとして出す。また、ごみの多くを占める紙類を古紙として出す。（本な

どの紙類や衣類、廃プラスチックなど） 

 ○壊れたものは修理して長く使う。（家電製品や家具など）※程度の良い使える家具類があれば処分する前にご連

絡下さい。 

 ○不要になったものをリサイクルショップやフリーマーケットなどを活用する。（衣類や家具類、おもちゃなど） 

ごみ 年末大掃除で出るごみの減量化について 
◆問合せ 環境水道課 

担当：宮本
みやもと

信一
しんいち

 ☎33-6046 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
○入会対象：保護者が就労や疾病介護などにより、昼間 

      家庭にいない、小学校に通う子ども。 

○申込方法：各児童クラブに備え付けの申請書および入 

会理由証明書を入会希望のクラブまで、提 

出してください。 

○申込期限：2月 13日(金) 

 児童クラブ一覧(５０音順) 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度放課後児童クラブ入会の 

ご案内  

 

児童 

児童クラブ名 所在地域 電話番号 

一真児童クラブ 成法寺 33-4141 

上富田児童クラブ 八幡 33-2617 

上新田児童クラブ 一丁田 35-1320 

子育て応援スポットあ

んのん舎 
麓 33-5033 

新富幼稚園児童クラブ 平田 33-0128 

新町放課後児童クラブ 新町 33-3651 

のぞみ児童クラブ 平伊倉 33-0216 

八幡児童クラブ 八幡 33-2416 

ひとつせ児童クラブ 江梅瀬 33-3075 

 

 

 

 

 
           
国民年金は、年をとったときやいざというときの生活

を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた

仕組です。 

20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをし

ましょう！ 

国民年金のポイント 

◎将来の大きな支えになります。 

国民年金は 20歳から 60歳までの人が加入し、保険料

を納める制度です。国が責任をもって運営するため安

定しており、給付は生涯にわたって保障されます。 

◎老後のためだけのものではありません。 

国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障

害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事

故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金

は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を

維持されていた遺族（「子のある妻」や「子」）が受け

取れます。 

問合せ先 ： 高鍋年金事務所 ☎２３－５１１１ 

 

～新成人のみなさんへ～  

２０歳になったら国民年金 
年金 

 
 
   

◆「第七回 新富初舞会」 

 西都児湯地区の舞踊団体（16 団体 6 流派）による新

春の舞をぜひご覧下さい。 

ロビーにて呈茶の振る舞いもございます。（チケットを

お持ちの方で先着 300名様） 

 ○公演日：1月 11日（日）  

午前 11時開場／正午 開演 

○場所：文化会館 大ホール（全席自由）   

○入場料：1,000円 

◆「新富の陣Ⅶ」 

 和太鼓演奏だけでなく、エイサー演舞や高鍋高校書道

部による太鼓と書道のコラボレーションもございます。 

 ○公演日：１月 18日（日）  

午後 0時開場／午後 1時開演 

 ○場所：大ホール（全席自由）  ○入場料：500円 

 【出演予定団体】響座・新富和太鼓みらい・和太鼓 漲・

久峰太鼓・秋月鼓童・梅野保育園・白梅保育園・ 

エイサーの会 和・エイサークラブ ドリーム・西都

POP-Mエイサー 

文化 新富町文化会館からのお知らせ 

◆問合せ 文化会館  ☎33-6205 

 
 
    
消防団員が、日頃の規律訓練の成果などを披露しま

すので、町民の皆さまの声援をお願いします。 

○日時：平成 27年 1月 11日（日）  

午前７時３０分 開会  

○場所：役場南側駐車場 

消防 平成２７年 新富町消防始式 

◆問合せ 防災基地対策課 

担当：河野
かわの

康
こう

治
じ

 ☎33-6027 

 
 

       
新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし再利 

用・再資源化を進めるため、資源物の回収を行ってい 

ます。 

○期日：平成 27年 1月 12日(月)・26日(月)  

○時間：午前 7時～9時  ※時間は厳守してください。  

○場所：町体育館（正面玄関東側駐輪場）・西体育館 
・上新田公民館の各駐輪場 
※雨天時、西体育館は正面玄関前とします。 

○収集物：古紙(新聞紙・チラシ)、雑誌(古本)、 

ダンボール、牛乳パック、雑紙 (それぞれ、

ひもで縛ること。)  

 

 

 

環境 資源物の回収  
～毎月第 2・4月曜日は資源物の回収日～ 

 

◆問合せ 生涯学習課  担当：倉永
くらなが

浩
ひろ

幸
ゆき

  ☎33-1022   

新富町地域婦人連絡協議会 橋口
はしぐち

澄子
すみこ

 ☎33-2514 

 

◆問合せ 町民こども課 

担当：福重
ふくしげ

和泉
いずみ

 ☎33-1293 



 

 

 

平成 27年度保育所(園)入所を、各保育所(園)にて受け付けます。 

○受付期間：平成 26年 12月 22日(月)～平成 27年 1月 23(金) 

○保育を必要とする事由：下記のいずれかに該当することが条件となります。 

 ①家庭外労働(保護者が家庭外で労働している) 

 ②家庭内労働(保護者が内職や自営など、家庭内で日常の家事以外の仕事をしている) 

 ③保護者の出産前後や病気などによる入院・通院がある場合 

 ④病人の看護など(家庭内に長期にわたる病人または心身に障がいのある人がおり、常に 

看護しなければならない場合) 

 ⑤住居が災害(火災や風水害、地震など)で滅失または破損した場合、復旧するまでの間 

※平成２７年度から「子ども子育て支援新制度」が始まります。手続きの時期や流れが大幅に変わることはありませんが、町か

ら教育、保育の必要性に応じた認定証の交付を受けることになります。 

○申込方法：町民こども課、新田支所、上新田地区町民サービスコーナー、町内各保育所(園)に備え付けの申請書(12月 22日

以降に設置)を、利用希望の各保育所(園)までご提出ください。 

※町外の保育所(園)への入所を希望する場合は、町民こども課までご提出ください。 

 

■町内認可保育所(園)一覧（平成２６年１２月１日現在） 

施 設 名 定 員 所在地域 電話番号 

新田保育所 ※平成 27年 4月 1日より社会福祉法人 春

栄福祉会（八幡保育園）が運営します。 
60人 麓 33-3848 

いずみ保育園 40人 六反田 33-0323 

上富田保育園 60人 八幡 33-2617 

ひとつせ保育園 60人 江梅瀬 33-3075 

八幡保育園 60人 八幡 33-2416 

新町保育園 60人 新町 33-3651 

のぞみ保育園 60人 平伊倉 33-0216 

一真保育園 60人 成法寺 33-4141 

一真下新田保育園 45人 新田新町 33-1025 

上新田保育園 60人 一丁田 35-1320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆問合せ 町民こども課 

担当：髙山研二
たかやまけんじ

 ☎33-1293 
保育 平成２７年度 保育所（園）入所のご案内 

 
 
   

○寒くなると水道管が凍って水が出なくなることや、凍って破裂する事故が起きることがあります。水道管が凍結

して破損した時の修繕費用や、それによって発生した水道料金は、お客様の負担となりますので、水道管を凍結か

ら守りましょう。 

○次のような場所は凍結しやすいので注意してください 

・水道管やメーターが露出しているところ ・風当たりの強いところ ・屋外に「むき出し」になっているところ 

○凍結を防ぐには 

むき出しになっている水道管や蛇口は、発泡スチロール製保温材、布切れ、古い毛布などを巻き、さらにビニール

テープなどを巻いて、直接冷たい空気が当たらないようにしてください。発砲スチロール製保温材は、ホームセン

ターなどで販売しています。 

○水道管などが凍結してしまった場合には 

凍結して水が出ないときは、水道管にタオルなどを巻きつけ、その上からぬるま湯をゆっくりかけてください。熱

湯をかけると水道管が破裂することがありますので、ご注意ください。 

○凍結などで水道管が破裂してしまったときは 

水道管が破裂した場合は、メーターボックス内の止水栓を閉め、新富町指定給水装置工事事業者に修理を依頼して

ください。 

水道 水道管の凍結にご注意ください 
◆問合せ 環境水道課 

担当：東
ひがし

真
しん

次
じ

 ☎33-6046 



 

 

 

道路工事のため、３路線で下記のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願

いします。迂回路につきましては周辺の案内看板をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 交通規制について 

路 

線 

名 

末
永
～
鬼
付
女
線 

制
限
内
容 

全
面
通
行
止
規
制 

予
定
期
間 

平
成
27
年
１
月
19
日
（
月
）
～ 

 
 
 
 
 
         

３
月
27
日
（
金
）
ま
で 

路 

線 

名 

円
明
寺
線 

制
限
内
容 

全
面
通
行
止
規
制 

予
定
期
間 

平
成
27
年
１
月
13
日
（
火
）
～ 

 
 
 
 
 
         

３
月
27
日
（
金
）
ま
で 

路 

線 

名 

佐
土
原
～
木
城
線 

制
限
内
容 

片
側
交
互
通
行
規
制 

予
定
期
間 

平
成
27
年
１
月
13
日
（
火
）
～ 

 
 
 
 
 
         

３
月
27
日
（
金
）
ま
で 

◆問合せ 都市建設課 

担当：中武
なかたけ

・佐藤
さとう

 ☎33-6018 


